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第第七七節節  口口座座振振替替納納付付制制度度  

 

１１．．口口座座振振替替納納付付のの概概要要  

国庫金の電子決済インフラの整備に伴って、特許料又は登録料及び手数料（以下「手数料等」

といいます。）の料金納付手続の簡素化を図る観点から、２００９（平成２１）年１月１日より、

従来の納付方法に加え、金融機関の預貯金口座からの振替による納付を可能とする口座振替納付

制度を導入しました。 

この口座振替は、手数料等の納付手続の際の申出により、本人の預貯金口座から当該手数料等

をリアルタイムで引き落とす制度ですが、この制度を利用できるのは、オンラインによる手続を

した場合に限定されます（※書面で手続される場合は利用できません）。 

 

２２．．口口座座振振替替にによよるる納納付付ががででききるる者者  

以下の条件を全て満たす者が対象となります。 

(1) 識別番号が付与されている者 

(2) オンライン手続ができる者 

(3) 下記「４．事前登録」を行い、特許庁から「振替番号登録通知」が通知されている者 

※ 上記要件において、オンライン手続ができない者であっても、手数料等の包括納付、自動

納付による納付について、別途事前の申出により、口座振替納付は可能です。 

 

３３．．口口座座振振替替納納付付のの対対象象ととななるる手手数数料料等等  

口座振替により納付ができる手数料等は、オンライン手続ができるすべての特許料等及び手数

料の納付と、特許料又は登録料の包括納付制度及び自動納付制度（別途事前の手続が必要です）

です。 

※ 具体的な例示は、第五節「２．予納により納付することができる手数料等」の項を参照して

ください。 

 

４４．．事事前前登登録録  

(1) 口座振替による納付をする者は、あらかじめ特許庁長官に必要事項を記載した書面を提出し

ます。 

① 書面（書式）は、特許庁ホームページに掲載の「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座

振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書（新規）（以下「申出

書」といいます。）」（【納付者保管用】【特許庁保管用】【金融機関保管用】の３枚１組）

を利用し、【納付者保管用】に必要事項を入力した後、印刷してください。 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 

② 「申出書」には、金融機関に登録されている印鑑を押印し、【特許庁保管用】、【金融機

関保管用】の２枚を特許庁に提出してください。なお、【納付者保管用】は、納付者の方が

大切に保管してください。 

③ 記載内容に不備があった場合には、提出された「申出書」２枚を返却しますので、新たに
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「申出書」を作成するか、訂正を行い（訂正箇所に銀行印による訂正印が必要です。）再度

提出してください。 

(2) 振替番号の通知 

特許庁長官は、申出書を受理したときは、これに「振替番号」を付与し、その番号を提出者

に通知します。 

 

５５．．出出願願書書類類等等のの納納付付手手続続  

(1) 手続者は、手続書類の【手数料の表示】等の欄に、【振替番号】および【納付金額】の項目

を設け、振替番号および手数料等の金額を記載して手続をします。 

(2) 特許庁は、振替番号から振替情報を取得し、財務省会計センターより納付番号を取得します。 

(3) 特許庁は、取得した納付番号を用い、法令および三者間契約に基づき手続者に代わり、金融

機関に対し振替（納付）の要求を行います。 

(4) 手続書類に記載された手数料等の金額より預金残高がある場合は、振替は完了しますが、預

金残高が不足する場合は、振替がでませんので料金に係る補正（補充）指令の対象となります。 

(5) 手続者は、随時、振替番号毎の情報照会や預金通帳の記帳により振替状況を確認することが

できます。 

 

６６．．取取扱扱いい金金融融機機関関名名  

口座振替は、特許庁への口座振替が可能な金融機関に限られます。取扱金融機関の最新情報は、

特許庁ホームページ「口座振替による納付(取扱金融機関一覧)」に掲載しています。 

（注）バーチャル口座等、一部ダイレクト方式の口座振替の取扱いができない口座があります。

取扱いは、金融機関によって異なりますので、各金融機関にご確認ください。 
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７７．．口口座座振振替替納納付付のの手手続続フフロローー  

 

 

８８．．申申出出書書等等のの提提出出先先  

(1) 窓口に提出 

特許庁１階 出願課受付窓口 

(2) 郵送で提出 

〒１００－８９１５ 

東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 

特許庁長官 あて 
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９９．．申申出出書書のの提提出出  

申出書は特許庁ホームページからダウンロードして作成できます。 

 

＜書式：作成例＞ 

 

 

 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 

 

 

 

― 52 ―



- 53 - 

 

１１００．．口口座座振振替替納納付付のの解解約約  

口座振替による納付の届出を解約するときは、「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替

解約届」を提出してください。 

 

＜書式：作成例＞ 

 

 

 

※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。 
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